
主な内容
可決された案件 ………… 2面
議会日誌………………… 2面
予算審査から…………… 3面
一般質問………………4～6面
委員会の審査…………… 7面
議会の動き……………… 8面
特別委員会活動………… 8面

　

平
成
25
年
第
１
回
定
例

会
は
、
２
月
26
日
か
ら
３

月
26
日
ま
で
会
期
29
日
間

で
開
催
さ
れ
、
18
人
の
議

員
に
よ
る
一
般
質
問
を
行

っ
た
後
、
条
例
の
制
定
・

一
部
改
正
、
補
正
予
算
、

各
会
計
予
算
な
ど
市
長
提

出
議
案
33
件
、
委
員
会
提

出
議
案
３
件
、
陳
情
な
ど

が
審
議
さ
れ
ま
し
た
。

▼
１
日
目
（
26
日
）
は
、
一

般
質
問
の
通
告
人
数
や
通
告

時
間
、
議
案
を
付
託
す
る
委

員
会
の
開
催
日
等
を
考
慮
し

て
、
定
例
会
の
会
期
を
29
日

間
と
決
定
し
ま
し
た
。

　

続
い
て
、
新
年
度
へ
向
け

て
市
長
の
施
政
方
針
、
教
育

委
員
会
委
員
長
か
ら
教
育
委

員
会
の
基
本
的
な
考
え
方
が

述
べ
ら
れ
、
そ
の
後
、
委
員

会
提
出
議
案
２
件
と
市
長
提

出
議
案
１
件
を
慎
重
審
議
の

上
、
即
決
で
可
決
し
た
後
、

６
人
の
議
員
が
一
般
質
問
を

行
い
ま
し
た
。

▼
２
日
目
（
27
日
）
は
、
７

人
の
議
員
が
一
般
質
問
を
行

い
ま
し
た
。

▼
３
日
目
（
28
日
）
は
、
５

人
の
議
員
が
一
般
質
問
を
行

い
、
18
人
の
議
員
の
一
般
質

問
を
終
了
し
ま
し
た
。

▼
４
日
目
（
１
日
）
は
、
横

田
基
地
対
策
特
別
委
員
会
の

付
議
事
件
の
変
更
を
行
い
、

続
い
て
、
市
長
か
ら
提
出
さ

れ
た
議
案
の
提
案
理
由
の
説

明
後
、
所
管
の
委
員
会
に
付

託
さ
れ
ま
し
た
。
な
お
、
補

正
予
算
関
連
の
議
案
２
件
に

つ
い
て
は
、
慎
重
審
議
の

上
、
即
決
で
可
決
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
「
平
成
25
年
度

福
生
市
一
般
会
計
予
算
」

は
、
19
人
の
委
員
を
も
っ
て

構
成
す
る
福
生
市
一
般
会
計

予
算
審
査
特
別
委
員
会
を
設

置
し
、
審
査
す
る
こ
と
に
決

ま
り
ま
し
た
。

▼
５
日
目
（
26
日
）
は
、
最

終
日
で
、
委
員
会
へ
付
託
さ

れ
た
議
案
30
件
を
可
決
し
、

新
た
に
委
員
会
提
出
議
案
１

件
を
慎
重
審
議
の
上
、
即
決

で
可
決
し
、
ま
た
、
新
た
に

提
出
さ
れ
た
陳
情
書
の
３
件

に
つ
い
て
は
、
委
員
会
に
お

い
て
結
論
が
出
さ
れ
、
委
員

長
よ
り
報
告
の
後
、
採
決
の

結
果
、
１
件
は
採
択
、
２
件

は
継
続
審
査
と
な
り
、
今
定

例
会
を
終
了
し
ま
し
た
。
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本
会
議
の
経
過

て
市
長
の
施
政
方
針
、
教
育

委
員
会
委
員
長
か
ら
教
育
委

員
会
の
基
本
的
な
考
え
方
が

▼
２
日
目
（
27
日
）
は
、
７

人
の
議
員
が
一
般
質
問
を
行

い
ま
し
た
。

田
基
地
対
策
特
別
委
員
会
の

付
議
事
件
の
変
更
を
行
い
、

続
い
て
、
市
長
か
ら
提
出
さ

本
会
本
会
議
の

本
会
議
の
経
過
経
過
経
過

平
成
25
年
度
予
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を
可
決

  

一
般
会
計
及
び
各
特
別
会
計
３
４
６
億
９
千
６
百
万
円

平
成
25
年
度
予
算
を
可
決

  

一
般
会
計
及
び
各
特
別
会
計
３
４
６
億
９
千
６
百
万
円　東京都住宅供給公社は、平成22年10月から一方的に家

賃値上げを実施し、その後の家賃については、前家賃の
据え置き、もしくは若干の引き下げが行われた。
しかし、東京都住宅供給公社は３年ごとの取り決めとし
て、平成25年には再度値上げを含む改定を実施しようと
している。
　現在の住民の生活実態について、東京都住宅供給公社
自治会協議会が実施したアンケート調査によれば、３年
前と比較して世帯の年間収入は24万円減少し、平均282
万円を割り込んでいる。「生活が苦しくなった」との回
答は71％を占め、65歳以上の高齢者の60％以上の住民が
切り詰めた生活を余儀なくされている実態が浮かび上が
ってくる。
　家賃値上げの法的根拠である地方住宅供給公社法施行
規則第16条は、単に近傍同種の住宅の家賃に引き上げる
というものではなく、このアンケート調査で住民の実態
が示されたように、住民の意向を十分に反映させること
が必要との意味であると考える。
　また、公営住宅における定期借家制度についても、平
成12年２月の政府見解で、公営住宅は、住宅に困窮する

低所得者のために賃貸する住宅であり、特段の事由がな
い限り、居住が継続することを前提とした制度として成
り立っているとしており、定期借家制度はなじまないこ
とから見直しが必要と考えるものである。
　さらには、少子高齢社会の時代の要請に応えられるよ
う、子育て世代や高齢者世帯が、安心して住める「安く
て良質で誰でも入居できる公共賃貸住宅」の建設の推進
が望まれる。
　よって、福生市議会は、東京都及び東京都住宅供給公
社に対し、次のような措置を講ずるよう強く要望する。
１　平成25年以降の家賃改定には、住民の意向を十分反
映させること。
２　公営住宅における「定期借家制度」を見直すこと。
３　現下の住宅事情を改善する「安くて良質で誰でもが
入居できる公共賃貸住宅」の建設を推進すること。
　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出す
る。

【提出先　東京都知事、東京都住宅供給公社理事長】

委員会提出議案第３号　東京都住宅供給公社の家賃値上げ反対等に関する意見書

　今定例会の各委員会
で審査され、採択とな
った陳情は次のとおり
です。

◆採 択
○東京都住宅供給公社
の家賃改定と定期借家制
度の見直し並びに安心の
公共賃貸住宅の建設に
関する陳情書（第25‒1号）

「たっけー☆☆」が手作りの花びらとハイタッチでお見送り
みんなの願いが、かないますように☆☆


